
第
三
号
議
案

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
十
四
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

岡

本

天

津

男

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
の
次
に
次
の
目
次
を
付
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

単
位
修
得
基
準
（
第
三
条
）

第
三
章

単
位
の
逓
減
（
第
四
条
・
第
四
条
の
二
）

第
四
章

臨
時
免
許
状
（
第
五
条｜

第
七
条
）

第
五
章

教
科
の
基
準
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
六
章

申
請
の
手
続
（
第
十
条｜

第
二
十
二
条
の
二
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
三
条｜
第
三
十
七
条
）

附
則

第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条

削
除

第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
）

第
三
十
七
条

免
許
状
の
授
与
、
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
、
免
許
状
の
書
換
え
若
し
く
は
再
交
付
、
教

育
職
員
検
定
又
は
免
許
状
の
授
与
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
大
分
県
使
用
料

及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
に
定
め
る
額
の
大
分
県
収
入
証
紙
を
貼

付
し
て
大
分
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則

（
昭
和
五
十
年
大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
第
一
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
号
様
式
中
「施

行
細
則
第

条

」
及
び
「
（自

署

）
」
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
規
定
す
る
様
式
の
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

提
案
理
由

教
育
職
員
免
許
状
に
係
る
申
請
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
同
免
許
状
に
関
す
る
申
請
手
続
の

電
子
化
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
規
定
の
整
備
を
行
い
た
い
の
で
提
案
す
る
。

［第３号議案］
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○
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

（
新
設
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

単
位
修
得
基
準
（
第
三
条
）

第
三
章

単
位
の
逓
減
（
第
四
条
・
第
四
条
の
二
）

第
四
章

臨
時
免
許
状
（
第
五
条｜

第
七
条
）

第
五
章

教
科
の
基
準
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
六
章

申
請
の
手
続
（
第
十
条｜

第
二
十
二
条
の
二
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
三
条｜
第
三
十
七
条
）

附
則

第
一
条
～
第
二
十
六
条

（
略
）

第
一
条
～
第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条

削
除

第
二
十
七
条

削
除

（
手
数
料
）

第
二
十
八
条

教
育
職
員
免
許
状
の
授
与
、
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
、
書
換
え
若
し

く
は
再
交
付
又
は
教
育
職
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
大
分
県
使
用

料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
二
十
七
号
）
に
定
め
る
額
の
大

分
県
収
入
証
紙
を
ち
よ
う
付
し
て
県
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
～
第
三
十
六
条

（
略
）

第
二
十
九
条
～
第
三
十
六
条

（
略
）

（
手
数
料
）

第
三
十
七
条

免
許
状
の
授
与
、
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
、
免
許
状
の
書
換
え
若
し

（
新
設
）

く
は
再
交
付
、
教
育
職
員
検
定
又
は
免
許
状
の
授
与
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、
申
請
書
に
大
分
県
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例

第
二
十
七
号
）
に
定
め
る
額
の
大
分
県
収
入
証
紙
を
貼
付
し
て
大
分
県
教
育
委
員
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
五
十
年

大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
第
一
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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第
二
号
様
式
～
第
十
四
号
様
式

（
略
）

第
二
号
様
式
～
第
十
四
号
様
式

（
略
）

［第３号議案］

-5-



第
十
六
号
様
式
～
第
十
九
号
様
式

（
略
）

第
十
六
号
様
式
～
第
十
九
号
様
式

（
略
）
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教 育 職 員 免 許 状 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て

大分県行財政改革推進計画（令和２年３月策定）
 令和６年度末までに行政手続の100%電子化

【具体的スケジュール】行政手続の電子化に向けた工程表（取組方針）
年間申請手続件数100件以上：令和５年度末まで、100件未満：令和６年度末まで

手続 令和３年度実績（件数）

免許状授与 1,432

書換・再交付 143

授与証明書 322

 申請事務負担の軽減  申請書自体はいつでも、どこでも（スマートフォンからでも）作成可能
※ ただし、免許申請手続の性質上、電子申請のみでの完結は不可（学力に関する証明書等の紙媒体の添付書類が別途必要）

 クレジットカード利用によるオンライン納付  手数料の納付に当たっての大分県収入証紙の購入が不要

電 子 化 対 応 の た め 、

申 請 方 法 等 を 定 め た

「教育職員免許状に関する

規 則」 の 一部 改正が 必 要

【オンライン納付（キャッシュレス決済）に対応するための規定の改正】
・ 県の電子申請システムでは、令和４年２月から行政手続に係る申請時のクレジットカードによる
オンライン納付が可能となっているため、手数料納付を大分県収入証紙に限定している現行規則を改正

【教育職員免許状授与（免許状新教育領域追加・検定・免許状再交付）申請書及び誓約書（第１号様式）の一部改正】
・ 電子申請への対応のため、誓約書（免許法の欠格条項（禁錮以上の刑に処せられた者等）に該当していないことの確認）における

「（自署）」の表記を削る

【教育職員免許状授与証明書交付申請書（第15号様式）の全部改正】
・ 現行：証明書１枚につき１枚の申請書の提出が必要
⇒ 改正後：１枚の申請書で複数枚の証明書についての申請が可能

改 正 の 背 景

免 許 申 請 を 電 子 化 す る メ リ ッ ト

電子化対象手続

授与（個人申請）
特別支援学校教諭免許状の新教育領域追加

書換（氏名又は本籍地の変更）
再交付（紛失、破損等によるもの）

授与証明書

規則の改正内容

【施行日】
令和５年４月１日

効率化に
関するもの

電子化に
関するもの

※ 他の決済手段は
本県全体の動向に
より順次対応予定

電子化対象外手続 （対象外の理由）

授与（大学等一括申請）
大学等が取りまとめた学生の修得単位等データを使用し、多量の免許状を一括交付
する仕組みであり、学生個々人に申請させる方がかえって事務を繁雑化させるため

臨時免許状・特別免許状の授与 特別な事情がある場合に限り授与される免許状であるため（個人申請不可）

教育職員免許法施行法に基づく再交付 過去５年以上申請実績がないため

［第３号議案］
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【授与】【書換】【再交付】
【特別支援領域追加】

電 子 申 請 シ ス テ ム 上 で ク レ ジ ッ ト カ ー ド に よ る 納 付 を す る

電 子 申 請

・ 申 請 書 及 び そ の 他 必 要 書 類 を 準 備
・申請情報の入力（申請書の内容）

＊この情報を基に申請書をPDF化
・手数料納付 ※クレジットカードのみ

・返信用封筒を
持参or郵送

・その他必要なもの
（証明書関係等）を
郵送or持参

・申請書類持参
・手数料納付 収入証紙購入(※)

・手数料納付（準備） 収入証紙購入(※)
（県内在住者）

or
郵便為替購入
（県外在住者）

・申請書類＋手数料郵送

～電子申請導入後の教員免許申請事務手続の流れ～

はい

持参の
場合

郵送の
場合

（郵送）

審 査

【授与証明書】

決 裁

発 行

有する免許状が、他都
道府県から授与された
もの等により、証明書が
発行できない場合

・申請の差し戻し
・システム上で返金

審 査

決 裁

発 行

【授与・書換・再交付・

特別支援領域追加】 が
できない場合

・申請の差し戻し
（書類返却）

・システム上で返金

・毎月25日締め
・末日付発行

・随時受付、審査
・完了後随時発行

審 査

決 裁

発 行

諸要件を満たしていない
こと等により、申請どおり
の手続ができない場合

・申請書類及び
手数料の返却

申請者側

【授与】【書換】【再交付】【特別支援領域追加】
・毎月25日締め・末日付発行

【授与証明書】随時発行

従来は点線枠内の申請方法のみ

※手数料の納付方法について（今後の想定）
 紙申請 ：窓口等でスマホアプリ等による支払での対応が可能となれば収入証紙に限定しない
 電子申請：電子申請システム上でクレジットカード以外が導入されれば順次対応（Pay-easyが検討（時期未定））

紙 申 請

いいえ

紙 申 請 の 流 れ は
【 授 与 】 【 書 換 】
【 再 交 付 】
【特別支援領域追加】

【 授 与 証 明 書 】
の い ず れ も 共 通

別紙

＜電子申請と紙申請を併用（令和５年４月～予定）＞

［第３号議案］

-8-


